
 

公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例の改正について 

市長公室大学政策課 

１ 改正理由及び改正内容 

 （改正理由） 

（１）評価委員の任期の開始月が年度途中の２月となっている。新しい中期目標の開始を

機に、任期を大学の事業年度と合わせる。（現行中期目標期間の処理は現委員で対応） 

（２）地方独立行政法人法の改正により、規定の整備を行うため。 

 （改正内容） 

新旧対照表 別紙 

※現委員の任期中の改正が必要なため、１２月議会で上程。 

 

２ 施行期日 

  公布の日 

 

３ 参考 評価委員会の業務内容 

（１）設置団体の長に意見を述べること（第１１条第２項） 

第８条第４項 定款変更 

第２５条第３項  中期目標の策定、又は変更 

第４２条の２第５項 出資等に係る不要財産の出資等団体への納付等 

第４４条第２項 財産の処分等にかかる認可（重要財産の譲渡又は担保提供） 

第４９条第２項 役員の報酬等の変更 

第６７条第２項 設立団体の数を減少させる定款変更の場合の財産の処分 

第７８条第４項 中期計画の策定又は変更にかかる認可 

第７９条の２第２項 中期目標期間の終了時の検討 

第１０８条第２項 法人の吸収合併 

第１１２条第２項 法人の新設合併 

（２）公立大学法人の業務の実績を評価すること（第７８条の２第１項） 

名称 根拠 評価の対象 評価実施時期 

年度評価 第７８条の２第

１項第１～３号 

毎事業年度における業務の実績 当該事業年度の翌年

度 

中間評価 第７８条の２第

１項第２号 

中期目標期間の終了時に見込まれる

中期目標期間における業務の実績 

中期目標期間の最後

の事業年度の前年度 

期間評価 第７８条の２第

１項第３号 

中期目標期間における業務の実績 中期目標期間終了の

翌年度 

（３）その他 

第１１条第２項第６号 地方独立行政法人法又は条例の規定によりその権限に属させられ

た事業の処理 

第７８条の２第４項 法人への評価結果の通知および必要に応じた業務運営の改善その

他の勧告 

資料２ 



新旧対照表 

〇公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例の一部を改正する条例 

新 旧 

公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例 公立大学法人福知山公立大学評価委員会条例 

平成27年９月28日 平成27年９月28日 

条例第４号 条例第４号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第11

条第４項の規定に基づき、公立大学法人福知山公立大学評価委員会（以

下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第11

条第３項の規定に基づき、公立大学法人福知山公立大学評価委員会（以

下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（組織等） （組織等） 

第２条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 第２条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、

市長が委嘱する。 

２ 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、

市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 ４ 委員は、再任されることができる。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

別紙 



１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、最初の委員会は、市長が招集す

る。 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、最初の委員会は、市長が招集す

る。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和31年福知山市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭

和31年福知山市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 〔次のよう〕略 

（委員の任期の特例）  

４ 第２条第３項本文の規定にかかわらず、令和４年１月31日を終期とす

る委員の任期については、その終期を令和４年３月31日とする。 

 

  

 

 

 


